
深谷市児童育成支援拠点事業実施要綱  

（令和８年５月２６日こども未来部長決裁）  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、養育環境等に関する課題を抱える児童に

ついて、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報

の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に

応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その

他の必要な支援を行う深谷市児童育成支援拠点事業（以下「事業

」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものである。  

（実施主体）  

第２条  事業の実施主体は、深谷市とする。ただし、市長が当該事

業を適切に運営することができると認めた社会福祉法人、特定非

営利活動法人等に委託して実施することができる。  

（対象者）  

第３条  事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次に

掲げる要件を満たす者であって、事業による支援が必要であると

市長が認めたものとする。  

（１）  市内に住所を有する主に学齢期以後の児童及びその保護

者であること。  

（２）  児童若しくはその保護者からの相談又は庁内の関係部署

若しくは関係機関からの情報提供、相談等により把握された者

であること。  

（３）  次のいずれかに該当する者であること。  

ア  食事、衣服、生活環境等の養育環境に関して課題のある者  

イ  不登校の児童、学校生活になじめない児童等であって、か

つ、家庭及び家庭以外のいずれにも居場所のない者  

２  前項の規定にかかわらず、事業の目的に鑑みて、市長が関係機

関からの情報により支援が適切であると判断する者は、対象者と

することができる。  



（内容）  

第４条  市長は、対象者に対し、次の各号に掲げる支援を行うもの

とする。  

（１）  安全で安心な居場所の提供  

（２）  生活習慣の形成支援（片付け、手洗い、うがい等の健康

管理の習慣づけ、日用品の使い方に関する助言等をいう。）  

（３）  学習の支援（宿題の見守り、学校の授業又は進学のため

のサポート等をいう。）  

（４）  食事の提供  

（５）  課外活動の提供  

（６）  学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携  

（７）  保護者への情報提供及び相談支援  

（８）  送迎支援  

（定員）  

第５条  事業の定員は、１か所当たり２０人程度とする。  

（職員の配置）  

第６条  事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる職員を配置しなければならない。この場合にお

いて、第１号及び第２号に掲げる職員にあっては必ず配置するも

のとし、第３号及び第４号に掲げる職員にあっては必要に応じて

配置するものとする。  

（１）  管理者  児童福祉事業又はそれに類する業務に従事して

いた十分な経験等を持つ者で、支援員の指導、調整、運営に関

わる管理等の現場を統括する能力を有するもの  

（２）  支援員  児童の福祉の向上に理解及び熱意を有する者  

で、児童に対して適切な生活支援等を実施できるもの  

（３）  心理療法担当職員  学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定によ

る大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修



得したことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院

への入学を認められた者で、個人及び集団心理療法の技術を有

し、かつ、心理療法に関する１年以上の経験を有するもの  

（４）  ソーシャルワーク専門職員  児童を対象としたソーシャ

ルワーク（次のアからウまでに掲げる支援をいう。）の業務に

従事していた経験を有する者で、社会福祉士又は精神保健福祉

士の資格を有するもの  

ア  学校、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関が開催

する会議への出席等の支援  

イ  対象者の家庭への訪問を含めた支援  

ウ  その他居場所における児童に必要な支援  

２  事業の実施に当たっては、児童指導員、保育士、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士のいずれかの資格若しくは教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有する

者、児童福祉事業に２年以上従事していた経験を有する者又は前

項第３号に該当する者のいずれかを一人以上配置しなければなら

ない。  

３  第１項第１号又は第２号の職員のうち、１人以上は常勤職員と

しなければならない。  

４  職員の人員配置に当たっては、児童５人に対し１人以上の職員

を目安に配置し、利用者がいる時間帯については、２人以上の職

員を配置しなければならない。ただし、利用者が５人未満の場合

で、職員のうち１人を除いた者が同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事している場合は、この限りでない。  

（職員の研修等）  

第７条  職員の配置に当たっては、研修（個人情報の適切な管理、

守秘義務等の研修を含む。）の実施、専門的知見を持つ職員及び

施設からの指導及び教育により、従事する職員の質の担保に努め

るものとする。  

（開所日数）  



第８条  事業における事業所の開所日数は、週３日以上とする。  

（開所時間）  

第９条  事業における事業所の開所時間は、次の各号に掲げるとお

りとする。ただし、市長は、児童の状況、地域の実情等に応じ  

て、開所時間を変更し、及び延長することができる。  

（１）  市立学校の休業日（深谷市立小学校及び中学校管理規  

則（平成１８年深谷市教育委員会規則第１５号）第３条第１項に

規定する学校における休業日をいう。）  午前１０時から午後６

時まで  

（２）  市立学校の休業日以外の日  午後１時から午後７時まで  

（費用負担）  

第１０条  事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、事業

を利用した利用者から負担を求めることが適当と市長が認める場

合、実費相当額は、利用者の負担とする。  

（利用申請）  

第１１条  事業を利用しようとする保護者は、市長に対し、深谷市

児童育成支援拠点事業利用申請書（様式第１号）を提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、

この限りでない。  

（利用の決定及び却下）  

第１２条  市長は、前条の申請があった場合、必要な審査をした上

で、利用の可否を決定し、深谷市児童育成支援拠点事業利用決定

（却下）通知書（様式第２号）により通知するものとする。  

（利用の決定の取消）  

第１３条  市長は、前条の規定による利用の決定を受けた者が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定の取消をす

ることができる。  

（１）  第３条に規定する要件に該当しなくなったとき。  

（２）  他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあるとき。  

（３）  その他市長が事業の利用継続が不適当と認めるとき。  



２  市長は、前項の規定による取消をしたときは、深谷市児童育成

支援拠点事業利用決定取消通知書（様式第３号）によりその旨を

申請者に通知するものとする。  

（利用勧奨及び措置）  

第１４条  市長は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

１条の１８第１項の規定により、事業の利用が必要と認められる

者に対して、その利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援

しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による利用の勧奨又は支援を決定した場合

は、口頭により通告し、又は深谷市児童育成支援拠点事業利用勧

奨通知書（様式第４号）により通知するものとする。  

３  市長は、第１項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支

援を行っても、やむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る

事業を利用することが著しく困難な者であると認めるときは、児

童福祉法第２１条の１８第２項の規定により、当該者に対し措置

により事業による支援を提供することができる。  

４  市長は、前項の規定による支援の提供を決定したときは、深谷

市児童育成支援拠点事業措置決定通知書（様式第５号）により、

当該者に通知するものとする。  

５  前項の場合において、市長は、第２条ただし書の規定により事

業を委託しているときは、当該事業を提供する事業者に対し、深

谷市児童育成支援拠点事業措置内容通知書（様式第６号）により

通知するものとする。  

６  市長は、第３項の規定による支援の提供を終了するときは、深

谷市児童育成支拠点援事業措置解除通知書（様式第７号）により

、当該者に通知するものとする。  

（守秘義務）  

第１５条  事業に従事する者は、利用者の個人情報の保護について

十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘

密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  



（その他）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

附  則  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

 


